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１．我が国における外国人労働の概況

厚生労働省が2024年1月26日に発表した

「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ（令和5

年10月末時点）」によれば、我が国で働く外国

人労働者数は初の200万人超え、外国人を雇用

する事業所数も約319,000事業所となり、平成

19年の届出義務化以降、過去最高を更新した、

と発表された
6
。外国人労働者数の対前年増加

率は 12.4 ％と前年の 5.5 ％から 6.9 ポイント上

昇、事業所数の対前年増加率も 6.7 ％と前年の 

4.8 ％から 1.9 ポイント上昇している。一方、

外国人雇用の増加とは対照的に、国内の働き手

は長年にわたり減少を続けている。内閣府によ

れば、我が国の生産年齢人口（15 ～ 64歳）は

1995年の8,716万人をピークに減少を続けてお

り、2030年 頃 に は6,000万 人、2050年 頃 に

5,000万人に、そして2070年の生産年齢人口は

約4,500万人になると予測されている
7
。

冒頭の厚生労働省の発表資料によれば、我

が国で働く外国人労働者を国籍別にみると、ベ

トナムが最も多く 518,364 人（外国人労働者数

全体の25.3％）、次いで中国 397,918 人（同

19.4％）、フィリピン 226,846 人（同11.1％）の

順となっている。ただ、近年の円安の進行で彼

らが受け取る賃金は外貨建てでみると相当に目

減りしている。また、国際通貨基金の推計
8
が

示しているように、これらの国々でも経済成長

が進み所得水準が上昇していることで、これら

の国の人々がより高い所得を目指して外国で働

こうとする動機はかつてほどではなくなってき

ているようである。『日経ビジネス』2023年6

月5日号では「争奪 アジア人材」というテーマ

の特集記事が組まれており、「東南アジア諸国

から地理的に近いオーストラリアやシンガポー

ルにも人材が流出。リモートワークが定着し、

米国勢も東南アジアの人材に触手を伸ばす」様

子が報じられている。「アジアの人材から見れ

ば、もはや日本あるいは日系企業で働く積極的

な理由は失われつつある」
9
。

このような状況を見ると、現在の我が国は、

少なくとも国全体としては、働き手となる外国

人にとって「選ばれない国」になってしまって

いるのではないか、と考えざるを得ない。今後

我が国が政策的に外国人をどのように社会のな

かで位置づけていくのか、については国として

の方向性ができるだけ早く、明確に示されるべ
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示唆１：日本の中小企業に定着し活躍する外国人

第3章でも言及されているように、従来、我

が国で働く外国人についての一般的なイメージ

として「外国人従業者の定着は難しい」「外国

人採用の主目的は労働力補完」「外国人は長く

勤めないので成長や活躍の機会が限られてい

る」などの（ある種の「思い込み」かもしれな

いような）認識があったが、今回の調査結果か

らは、外国人従業者が一つの企業で長期間勤

務し、成長と活躍を遂げているケースが一定の

割合で確認された（平均6年以上勤続している、

と回答した企業が全体の3割超）。また、技能

実習生を含む外国人従業者に対する評価も高

く、中小企業でも多様な層の外国人従業者が活

躍していることが示された。また、技能実習生

を除く高度人材の定着率について、回答者の主

観的評価ではあるが、「定着率はよい」あるい

は「定着率はかなりよい」と回答する企業が相

対的に多数となる結果が見られた。上述したよ

うに、調査結果の理解には一定の限界があるの

だが、サンプル数が1,000を超える調査でのこ

の結果は、決して少なくない数の中小企業にお

いて外国人が定着し活躍していることを量的に

示したものとして注目できよう。

示唆２：外国人従業者の日本語能力とその育成      

            について

外国人を採用する企業側の目的については、

外国人を「労働力の量的な確保」の手段として

だけでなく「専門能力を持った人材の確保」の

きであると考えるが、その一方で、過去最高と

なる数の外国人労働者が我が国で働いている

現実にも興味深く注目したいと考える。いささ

か逆説的な表現ではあるが、「外国人に選ばれ

ない国にありながらも外国人に選ばれる企業の

特徴は何か」について、本調査報告のまとめに

代えて考えてみたい。

２．調査結果からの５つの示唆

第2章で記述されているように、今回実施し

たアンケート調査は、中小企業で働く外国人に

直接質問してはおらず、「外国籍の方（技能実

習生含む）を雇用している中小企業に勤務する

係長以上の者」（おそらく日本人）で、「所属す

る部署にて外国人従業者を管理指導する役職

に従事している」人から得た回答に基づいてい

る。その点、調査結果から読み取れることには

一定の限界があるが、それでも、本調査では、

以下の5つの示唆を得ることができた。　　
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ために雇用している企業も同程度あることがわ

かった。外国人従業者の定着に大きな壁と考え

られていた日本語能力についても、少なくとも

採用時に関してはそれほど重要な問題ではない

ことが示されたことは興味深い。

採用後、会社として外国人従業者に対して日

本語教育を実施していない企業は約3割。残り

7割は、何らかの形で日本語教育を実施してい

ることが明らかとなった。また、第4章での回

帰分析結果からは、外国人従業者の種類を問

わず、社内で社員同士が教え合う文化があり，

日本人従業者が外国人従業者に積極的に話し

かけ，勤務時間以外にも交流することが，外国

人従業者の活躍を促すことになることが示され

た。「日本語教育」と言えばテキストや教材を

用いて行われる語学の授業のようなものを想像

するかもしれないが、日本人従業員との日常業

務のなかでの日本語による会話や業務日報を日

本語で書くなど外国人従業者が日本語を使う機

会を積極的に取り入れることもまた、外国人従

業者の日本語能力の向上につながり、ひいては

彼らの業務上の活躍や成長にもつながっていく

ものと考えられる。

示唆３：外国人材のタイプ分けを通して見えた     

           特徴と、人材育成方針の違い

当然のことかもしれないが、現在我が国で働

いている200万人以上の外国人はさまざまな背

景や動機をもって来日している。企業が外国人

材を採用・育成し戦力として活躍してもらうよ

うにするには、業務の種類やスキル修得の難易

度に合わせて育成方針を柔軟に対応させてい

かなければならないし、どのような雇用の形態

をとるかも変えていく必要があるかもしれな

い。本調査では、第1章冒頭でも述べられてい

るとおり、代表的な雇用形態として「技能実習

生」「高度人材（事務系）」「高度人材（技術系）」

を当てはめた。その結果、外国人材のタイプに

よるさまざまな違いや特徴を確認することがで

きた。

例えば、上述した企業の外国人採用目的につ

いては、業務内容の修得が比較的容易な分野

に従事する「技能実習生」では、他のタイプに

比べて「労働力の量的な確保」を目的として採

用する企業が相対的に多く、「高度人材（技術

系）」では「専門能力を持った人材の確保」に

重点を置いて採用する様子が観察できた。また、

高度人材（事務系）に関しては、技能実習生や

高度人材（技術系）と比べて採用時の日本語

能力への期待は相対的に高かった。営業部門を

はじめ社内・社外の日本人とやり取りが多い部

署に配属することが想定されることなどがその

理由と考えられる。

第4章の章末では、その他のさまざまな特徴

をも踏まえ、「技能実習生」「高度人材（事務系）」

「高度人材（技術系）」それぞれのタイプの外国

人材の活躍度を高めるための要素として何が必

要か、をアンケート調査の回帰分析結果を踏ま

えて明らかにしており、非常に興味深い。

示唆４：インクルーシブな職場環境へ

もうひとつの興味深い観察結果は、組織風土

面での「若手従業員の活躍」「女性従業員の活

躍」「高齢従業員の活躍」が外国人従業者の活
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躍度合いにポジティブな影響を与えていること

であった。技能実習生・高度人材（事務系）・

高度人材（技術系）といった外国人従業者の

種類に関係なく、共通して「若手従業員の活躍」

「女性従業員の活躍」「高齢従業員の活躍」が

影響していた。つまり若手や女性，高齢者など

を活用できている中小企業では、外国人従業者

も活躍しやすいのである。

いまや業種や職種に関係なく、女性、高齢者、

外国人、障がい者といった多様なバックグラウ

ンドを持った人材がその属性によって排除され

ることなく、誰もが構成員の一員として分け隔

てられることなく働くことができるような「イ

ンクルーシブ」な職場環境の構築が求められて

いる。外国人従業者の活躍を支援することは、

現代的なインクルーシブ組織の構築への第一歩

となるかもしれない。

示唆５：企業戦略の方向性と外国人材活用の

            関係

一方で、調査開始前の予想とは異なる結果も

現れたことについても指摘しておきたい。調査

開始前には業績のよい企業ほど外国人活用に

積極的になれる余裕がある、また、海外事業に

積極的な企業ほど外国人従業者が活躍してい

るのではないかと想定していた。しかし、第4

章に記述されているように、企業の過去・現在

の業績や海外展開の方針は、外国人従業者の

活躍度合いにあまり大きな影響を与えていなか

った。

これをどのようにとらえるべきかについては

さらなる調査と検討を重ねるべきであろう。し

かし、全体的な人口減少と働き手の不足は業種

や規模の大小、国際化に積極的であるかどうか

に関係なく我が国企業にとっての共通課題であ

り、これへの対応の一つとして外国人活用はも

っと一般的なこととしてとらえられなければな

らない、ということだけは確かなように思われ

る。

３．まとめ：
     「異文化の受容」が競争力向上の鍵に

政府は2024年2月に、これまでの技能実習

制度に代わる新制度「育成就労」の方針を決

定した。人材の育成と確保を目的とし、現在は

原則認めていない転職をしやすくするというの

内容で、制度的にも我が国の外国人労働者の

受け入れは大きな転換点を迎えることになる。

『日本経済新聞』は2024年の元日から4日ま

で、「外国人労働 共栄の作法」と題する特集記

事を掲載した。在留資格による制限があり、意

欲があっても思うように働くことができない外

国人の例がとりあげられる一方で、もはや外国

人従業者が必要不可欠の存在となった店舗や

工場などの労働現場においての、個別企業の

待遇改善や人材育成のための努力、職場の期

待に応えてさらなる活躍を誓う外国人従業者の

姿などが実例として紹介されていた。

日本で働く外国人は、少しでも高い賃金を求

めて働いているわけではない。「安くてもいい」

というわけではないだろうが、賃金以外のさま

ざまな魅力を日本企業と日本の社会に対して持

っている。例えば、学歴や職務経歴に関係なく

さまざまな経験ができる日本企業が培ってきた

現場の人材育成のあり方は、外国人にとって魅

力的に映る。海外から有望な人材を受け入れ、
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育て、国内で循環させる土壌をつくれるか。日

本企業の競争力向上は「異文化の受容」という

新たな課題に直面している。


